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個別避難計画作成モデル事業（都道府県）の実施意向調査（結果） 

 

１ 調査結果 

参加意向 内 訳 

参 加 す る 

（15 市町） 

一部作成済（９） 

・岡山市（※）、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、新見市、真庭市、 

和気町、美咲町 

未 作 成（６） 

・高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、矢掛町、勝央町 

※岡山市については、当該事業（市町村事業）で採択を受けて実施中 

 

２ 課 題 

（岡山市） 

 ・庁内体制が整備、計画作成の効果的・効率的な手法の確立、福祉専門職の参加 

の在り方 

（倉敷市） 

    ・名簿掲載者数が約 37,000 人にのぼり、真に支援を必要としている者の絞り込み

が課題である。避難先として福祉避難所の整備に取り組む必要がある。 

（津山市） 

    ・要支援者本人（親族、ケアマネジャー、民生委員の代筆で作成するケースもあ

り）に作成してもらっていることから、内容に濃淡があり均一でないこと。 

（玉野市） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、個別避難計画の作成のための市民と

の話し合いの場の設定ができない。 

（笠岡市） 

・それぞれの自主防災組織で個別避難計画の作成の取組を進めている状況である

中で、市として統一した計画への落とし込みをお願いすると取組が進まない。 

・支援者探しに苦労している。 

（備前市） 

   ・関係する部署が多く、どの部署が主担当になるか決まらない。 

（瀬戸内市） 

 ・支援者の選定が難しい地区をどうするか（例：過疎・高齢化集落）。 

・自治会等への働きかけについて、どのようにして理解を得て、どのような方に

関わってもらうべきか。 

（真庭市） 

 ・地域で近隣住民と付き合いのない方が取り残されている可能性がある。 

（和気町） 

 ・自主防災組織の理解と協力 

 ・防災部局と福祉部局が垣根を越えて協力して取り組む必要がある。 
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（矢掛町） 

・ノウハウの不足 

  ・計画作成を促進させるに当たり、誰に作成してもらうのがよいか（例：地区社  

会福祉協議会、自主防災組織、介護支援専門員等）。それにより体制整備や策定

主体について、住民に周知を図りたい。 

（美咲町） 

 ・日中に地域に担い手がいないことと高齢化により、支援者がいない状況の中で

計画作成が困難である。 

 

 ３ 取り組んでみたい内容 
 

○計画の作成手順や内容、様式等 

（倉敷市） 

・対象者に応じた計画様式 

（例：高齢者、身体・精神・知的障害者、医療的ケア児（者）等） 

(玉野市) 

・計画に盛り込む内容 

（高梁市・新見市） 

・計画作成の手順 

（備前市） 

 ・計画作成に当たっての対象者の選定方法 

（瀬戸内市） 

 ・取組の進め方全般 

 

    ○体制や関係者の役割分担、庁外との関係性の構築方法等 

（倉敷市） 

・専門家との連携方法、地域住民との関係性の構築方法 

（高梁市） 

・計画作成を継続していくための体制や進め方 

（瀬戸内市） 

・関係者の役割分担 

（赤磐市） 

 ・庁内での連携体制の構築方法 

・庁外の協力者や地区関係者への周知や支援体制の構築方法 

（和気町） 

 ・防災部局と福祉部局が協力して計画策定に取り組む好事例の創出 

    ・自主防災組織が積極的に関わる体制づくり 

（矢掛町） 

    ・最も効果的な計画策定にするためには、誰がどのように作成すべきか。 

（美咲町） 

    ・国と県以外での計画作成の支援体制 
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○その他 

(岡山市) 

・福祉専門職への研修等の確立 

・市町村間における情報交換等 

（倉敷市） 

 ・他市町村の取組事例 

(真庭市) 

 ・他市町村の取組事例と課題の共有 

（矢掛町） 

    ・計画作成の取組を町内に広げるための手法 

（勝央町） 

  ・個別避難計画と並行して地区防災計画を作成するノウハウ 

5



① ② ③ ④ ⑤

岡山市 作成済 ○ 要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 1 ○ ○

・左記身体障害者の要件のう
ち、心臓・じん臓機能障害の
みで該当する者は除く
・精神障害者のうち、地域定
着支援を利用している者
・左記に該当しないが、避難
支援等関係者から、本人又は
親権者、法定代理人等の同意
を得た上で、名簿への掲載申
請があった者

○ ○
左記条件に該当する者のう
ち、原則として生活の基盤が
施設等ではなく自宅にある者

719,474 10,803 6,809 1.5% 63.0% 一部
策定済

倉敷市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○ ○
・65歳以上のみの世帯
・65歳以上と児童のみの世帯

477,118 95,839 37,892 20.1% 39.5%
一部
策定済

津山市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 1 ○ ○ 103,746 2,094 878 2.0% 41.9%
一部
策定済

玉野市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○
自治会等、地域の支援者から
の希望

○ 60,736 1,628 741 2.7% 45.5%
一部
策定済

笠岡市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○ 笠岡市民 50,568 1,505 575 3.0% 38.2%
一部
策定済

井原市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 1 ○ ○
災害時等において支援が必要
と認められるもの

○ ○
65歳以上の高齢者世帯で支援
が必要なもの

41,390 3,531 2,278 8.5% 64.5%
一部
策定済

総社市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ 66,855 1,958 914 2.9% 46.7%
一部
策定済

高梁市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○ ○
要配慮者（外国人、乳幼児、
妊産婦等）

32,075 684 592 2.1% 86.5% 未策定

新見市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○ 登録申請をしてもらっている ○ 30,658 1,606 1,112 5.2% 69.2%
一部
策定済

備前市 作成済 ○ 全て ○ 全て ○ Bを含む ○ 全て ○ ○
要配慮者（高齢者、乳幼児、
妊産婦等）

35,179 855 855 2.4% 100.0% 未策定

瀬戸内市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○
避難支援関係者が避難行動の
必要を認めた者

○ 36,975 1,279 418 3.5% 32.7% 未策定

赤磐市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 1 ○ ○ ○ 75歳以上高齢者のみの世帯 43,214 5,625 2,562 13.0% 45.5% 未策定

真庭市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 3以上 ○ Bを含む ○ 全て ○ ○ 社会福祉協議会助け合い名簿 ○ 46,124 1,425 819 3.1% 57.5%
一部
策定済

美作市 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○
地域が災害発生時に必要と認
めたもの

○ 27,977 743 310 2.7% 41.7%
一部
策定済

浅口市 作成済 ○ 全て ○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○
日中高齢者のみになる場合な
ど

○ ○ 75歳以上高齢者のみの世帯 34,235 1,486 1,486 4.3% 100.0%
全部
策定済

和気町 作成済 ○ 全て ○ 全て ○ Aのみ ○ 全て ○ 14,412 443 125 3.1% 28.2%
一部
策定済

早島町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Bを含む ○ 2以上 ○ ○ ○

・70歳以上のみの世帯
・自立支援医療受給者証（精
神通院）の交付を受けている
者
・福祉サービス受給者証の交
付を受けている者

12,154 2,237 531 18.4% 23.7% 未策定

里庄町 作成済 ○ 要介護
3以上

○ 2以上 ○ Bを含む ○ 全て ○ その他、左記と同様な状態と
認められる人

○ ○
70歳以上のひとり暮らし又は
70歳以上のみの世帯並びにこ
れに準ずる世帯

10,929 98 98 0.9% 100.0% 一部
策定済

矢掛町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 全て ○ 14,201 488 488 3.4% 100.0% 未策定

新庄村 作成済 ○ 全て ○ 6以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ 866 211 0 24.4% 0.0% 未策定

鏡野町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○ 住民希望者 ○ ○ 75歳以上、独居、高齢者世帯 12,847 967 967 7.5% 100.0%
一部
策定済

勝央町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 1 ○ ○
町長が特に必要であると認め
たもの

11,125 1,465 1,465 13.2% 100.0% 未策定

奈義町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 高齢の独居老人等 ○ 5,906 190 190 3.2% 100.0% 未策定

西粟倉村 作成済 ○ 全て ○ 2以上 ○ Bを含む ○ 2以上 ○ ○ ○ 要支援認定を受けている者 1,472 123 123 8.4% 100.0% 未策定

久米南町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 1 ○ Aのみ ○ 1 ○ ○ 避難に介助が必要な人 4,907 91 91 1.9% 100.0%
全部
策定済

美咲町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 2以上 ○ Aのみ ○ 2以上 ○ ○ 見守りが必要な方など ○ ○ 70歳以上のみの世帯の者 14,432 1,257 1,257 8.7% 100.0%
一部
策定済

吉備中央町 作成済 ○
要介護
3以上

○ 1 ○ Bを含む ○ 全て ○ ○
難病、乳幼児、妊産婦、外国
人

○ ○
日中独居、付添介助、車椅子
利用者等

11,950 4,716 881 39.5% 18.7%
一部
策定済

27 27 26 27 26 27 26 27 26 25 16 20 13 1,921,525 143,347 64,457 7.5% 45.0% 27

名簿
作成
状況

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 市町村
人口
（人）

（令和２年10月1日現在）

名簿に記
載又は記
録された
避難行動
要支援者
の数
（人）

左のう
ち、平常
時から避
難支援等
関係者に
名簿情報
を提供し
ている者
の数
（人）

市町村人
口に占め
る名簿に
登載され
た避難行
動要支援
者の割合
（②/
①）

②のう
ち、事前
に名簿情
報を提供
している
者の割合
（③/
②）

具体的に記入

避難行動要支援者名簿等に係る作成状況

具体的に記入
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岡山市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安全・安心ネットワーク
等

ない 一部
策定済

倉敷市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

津山市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

玉野市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

笠岡市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

井原市 作成済 ○ ○ ○ ない 一部
策定済

総社市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

高梁市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政関係部署、福祉委員 ない 未策定

新見市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ある エ 一部
策定済

備前市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

瀬戸内市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

赤磐市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

真庭市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

美作市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

浅口市 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 全部
策定済

和気町 作成済 ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

早島町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

里庄町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

矢掛町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

新庄村 作成済 ｰ ○ ○ ない 未策定

鏡野町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日常から支援者と関わる
地域住民

ある エ 一部
策定済

勝央町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童委員 ない 未策定

奈義町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

西粟倉村 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 未策定

久米南町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ない 全部
策定済

美咲町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない 一部
策定済

吉備中央町 作成済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ない

土砂災害警戒区域内居住
者、協力員が決定してい
ない人等から優先的に策
定

一部
策定済

27 24 22 26 24 22 23 17 4 27 2 27

避難行動要支援者名簿の提供先等
（令和２年10月1日現在）

市町村名
名簿
作成
状況

避難支援等関係者となる者（事前に名簿情報を提供する先） 平常時の名簿情報の提供に際し、本人の同意を得ること
を要しないとした、条例に特別の定めがある場合

個別計画
作成状況

消防機関 都

道

府

県

警

察

民

生

委

員

自

治

会

個別計画策定の
優先順位に

ついての考え方

ア：本人同意がなくても名簿情報を提供することとしてい
る
イ：条例により、名簿情報の提供に拒否を申し出た者を除
き、名簿情報を提供することとしている
ウ：特定の避難支援等関係者（提供先）に対しては、本人
同意がなくても名簿情報を提供することとしている
エ：個人情報保護条例上の規定を根拠として、名簿情報を
提供することとしている（「個人情報保護審査会の意見を
聴いて、公益上の必要があると認めた場合」など）
オ：ア～エ以外に該当する場合（具体的に記入）

具体的に記入

自

主

防

災

組

織

社

会

福

祉

協

議

会

そ

の

他

消

防

本

部

・

消

防

署

等

消

防

団

条例
に特
別の
定め
があ
るか

参考資料 
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